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１ 

基本目標３ 人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

 

 

課題 配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援 
 

 

ＤＶ＊P95（配偶者暴力）等の暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で

あり、男女平等参画社会の実現を大きく阻害する要因の一つです。 

暴力は、被害者の自己肯定感や自尊感情を失わせるなど、心への影響も大きく、

その後の人生にも大きな支障を来たし、貧困や様々な困難にもつながる可能性もあ

る深刻な問題です。さらに、その多くが家庭内で起こり、加害者に罪の意識が薄い

ことから潜在化しやすく、被害が深刻化しやすい特性があります。 

また、情報通信技術（ ICT）の進化やソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）＊P95などの新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、若者を中心

にデートDV＊P95の被害も増加しており、暴力の被害は一層多様化し、迅速かつ的

確に対応していく必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出自粛や在宅勤務などでＤＶ＊P95の

増加や深刻化がこれまで以上に懸念されており、全国においては配偶者等からの暴

力に関する相談件数が増加しているとともに、SNS＊P95 やメールなどの多様な相

談手法へのニーズが高まっています。 

東京都内の配偶者暴力に関する相談の件数は、令和元（2019）年度をピークに、

現在上昇傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「配偶者暴力相談支援センター
＊P95

における配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果につい

て」男女共同参画局 

  

■
現
状
と
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題
■ 

図表 39 配偶者暴力相談支援センター＊P95への相談件数の推移 

多摩市第２次配偶者暴力対策基本計画 
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 出典：東京都生活文化局 

市民意識調査では、『大声でどなられた』という経験がある人は、女性で約３割、男性で約

２割と最も多くなっています。また、暴力を受けた経験について性別にみると、すべての項

目で「何度もあった」と「１・２度あった」の合計は、女性が男性を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：令和元年度男女平等・男女共同参画に関する多摩市民意識及び実態調査  
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図表 40 東京都内各相談機関における配偶者暴力相談件数の推移 

　

（７）見たくないのに、
　　　アダルトビデオや
　　　ポルノ雑誌を見せ
　　　られた

（８）人格を傷つけられる
　　　ようなことを言わ
　　　れた

（９）生活費を渡され
　　　なかった

（１）なぐったり、蹴った
　　　りするなどの身体に
　　　対する暴力を受けた

（２）あなたもしくはあな
　　　たの家族が恐怖を
　　　感じるような脅迫を
　　　受けた

（３）いやがっているのに
　　　性的な行為を強要
　　　された

（４）大声でどなられた

（５）何を言っても長時間
　　　無視し続けられた

（６）交友関係や電話・
　　　メールを細かく監視
　　　された
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図表 41 暴力を受けた経験 
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被害の相談先は「友人・知人」や「家族・親族」が多くなっている一方で、「相談しなかっ

た（できなかった）」が過半数を占めており、市役所の相談窓口等への相談も少なく課題とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度男女平等・男女共同参画に関する多摩市民意識及び実態調査  

  

被害について相談しなかった（できなかった）理由として、「相談するほどのことではない

と思ったから」が最も多く、次いで「自分にも悪いところがあると思ったから」、「相談して

も無駄だと思ったから」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：令和元年度男女平等・男女共同参画に関する多摩市民意識及び実態調査  

友人・知人

家族・親族

同じような経験をした女性・男性

家庭裁判所、弁護士、警察など

医師、民間のカウンセラーなど

市役所の相談窓口、女性センター、
子育て総合センターなど

学校関係者など（教員・養護教員・幼稚園
教諭、保育士、スクールカウンセラー）

その他

相談しなかった（できなかった）

無回答
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図表 42 暴力を受けたときの相談相手 

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪い所があると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのまま
やっていけると思ったから

相談する人がいなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

どこ（だれ）に相談してよいのか
わからなかったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

世間体が悪いと思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、
もっとひどい暴力を受けたりすると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

他人に知られると、これまで通りのつきあい
（仕事や学校などの人間関係）が

できなくなると思ったから

その他
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図表 43 ＤＶ＊P95について相談しなかった（できなかった）理由 
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暴力の背景には、社会における男女が置かれた状況の違いや根深い差別や偏見等

が存在していることが考えられます。特に女性に対する暴力根絶の達成のためには、

これらの解消が不可欠です。 

配偶者等からの暴力の防止に向けて、市民への意識啓発と情報提供を継続的に行

い、社会におけるジェンダー＊P95不平等の是正や意識改革を進めます。 

また、特に若年層を対象に交際相手からのデートDV＊P95などの暴力の防止に向

けた意識啓発を進めるとともに、被害にあった際の相談窓口の周知を図り、被害者

支援に当たっては、相談から安全確保・自立支援、自立後の継続的支援にいたるま

で、暴力の形態や被害者の属性等に応じて早期から専門的な支援を関係機関等と連

携して切れ目なく行います。 

なお、本市では、この計画の本項を「多摩市第２次配偶者暴力対策基本計画」と

位置づけます。 

 

（１）暴力防止に向けた意識啓発と情報提供 重点取組  

配偶者等からの暴力など多様化するあらゆる暴力の防止に向けた意識啓発

や情報提供を行います。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

58 
あらゆる暴力の防止

に向けた意識啓発と

情報提供の実施 

女性センター 

あらゆる暴力の防止に向

けた意識啓発事業の実施

回数 

2 事業 年 2 事業以上 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

58 

あらゆる暴力の防止に向

けた意識啓発と情報提供

の実施 

配偶者や交際相手からのＤＶ＊P95、性暴力、ス

トーカー＊P95 行為、セクシュアル・ハラスメ

ント＊P95 等のあらゆる暴力の防止に向けて、

市民に意識啓発や情報提供を行います。  

女性センター 

 

（２）暴力の未然防止と早期発見 

配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見に向けた意識啓発を進めるとと

もに、子どもに関する相談や健診等を通じてＤＶ＊P95の早期発見につなげます。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

61 
乳幼児健診、歯科健診

等における家庭状況

の把握 

健康推進課 

乳児（3～4 ヶ月児健康診

査）健診の未受診者把握

率と把握時期  

100% 

把握時期 

2 ヶ月以内 

100% 

把握時期 

2 ヶ月以内 

 

■
施
策
の
方
向
性
■ 

■
施
策
■ 

■
施
策
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◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

59 

若年層を対象とした暴力

の未然防止や早期発見に

向けた意識啓発の実施 

若年層（20 代前半程度）やその保護者等を対

象にあらゆる暴力の未然防止や早期発見に向

けた意識啓発や情報提供を行います。  

女性センター 

60 

【新規】 

子どもと家庭に関する総

合的な相談・支援の実施  

子どもと家庭に関するあらゆる相談の中で、配

偶者等からの暴力の早期発見と児童へ与える

影響を伝えるとともに、必要に応じて適切な相

談へと迅速につなぎます。 

子ども家庭支援
センター 

61 
乳幼児健診、歯科健診等に

おける家庭状況の把握 

暴力の早期発見に向けて「ゆりかご TAMA」

（妊婦面接）や乳幼児健診、歯科健診等の機会

を通して家庭状況を把握します。  

健康推進課 

 

（3）被害者の安全確保に向けた体制の充実 

「多摩市ＤＶ＊P95防止及び被害者保護に関する連絡会」を定期的に開催して

関係機関との連携を強化します。また、DV＊P95被害者の安全を確保し、安心し

て自立した生活を送れるよう、庁内における DV＊P95 被害者情報の管理徹底を

図るとともに、配偶者暴力相談支援センター機能＊P95について検討します。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

63 
関係機関との連携強

化 
女性センター 

「多摩市ＤＶ＊P95 防止及

び被害者保護に関する連

絡会」の開催回数  

1 回 年 2 回以上 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

62 被害者情報の管理の徹底  

ＤＶ＊P95 被害者の避難先等を加害者側に漏洩

させないように、被害者情報を厳重に管理しま

す。 

女性センター 

63 関係機関との連携強化 

相談において緊急性が高い場合など国や東京

都等の関係機関と連携して対応します。また、

「多摩市ＤＶ＊P95 防止及び被害者保護に関す

る連絡会」を定期的に開催して被害者の安全確

保に向けて関係機関と連携体制を強化します。 

女性センター 

64 
配偶者暴力相談支援セン

ター機能＊P95の検討 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための「配偶者暴力相談支援センター＊

P95」機能の整備について検討します。  

女性センター 

■
施
策
■ 
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（4）被害者の自立支援に向けた体制の充実 

DV＊P95被害者が自立した生活を送れるよう、ＴＡＭＡ女性センターと関係機

関が連携して対応します。 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

65 
女性センター相談窓口の

充実 

ＤＶ＊P95等の暴力や生活、健康など女性を取り

巻く様々な悩みや課題に関する相談を実施し、

解決に向けたエンパワーメント（その人が持つ

力を引き出すこと）を行います。 

女性センター 

 

（5）相談窓口の充実 

ＤＶ＊P95被害者が気軽に相談窓口を利用できるよう、相談窓口の周知を進め

ます。また、相談を通して DV＊P95 被害者を早期に発見し、被害者の安全確保

と自立支援につなげます。 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

66 

 再掲  

女性センター相談窓口の

充実 

ＤＶ＊P95等の暴力や生活、健康など女性を取り

巻く様々な悩みや課題に関する相談を実施し、

解決に向けたエンパワーメント（その人が持つ

力を引き出すこと）を行います。 

女性センター 

 

（６）関係機関との連携強化 

庁内関係所管や関係機関との連携を強化し、DV＊P95 被害者の相談から安全

確保、自立支援、自立後の継続的支援にいたるまで専門的な支援を関係機関等

と連携して切れ目なく行います。 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

67 
関係機関との連携強

化 
女性センター 

「多摩市ＤＶ＊P95 防止及

び被害者保護に関する連

絡会」の開催回数  

1 回 年 2 回以上 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

67 
 再掲  

関係機関との連携強化 

相談において緊急性が高い場合など国や東京

都等の関係機関と連携して対応します。また、

「多摩市ＤＶ＊P95 防止及び被害者保護に関す

る連絡会」を定期的に開催して被害者の安全確

保に向けて関係機関と連携体制を強化します。 

女性センター 
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2 

 

課題 性に関するハラスメントやストーカー＊P95行為、性暴力等の防止 
 

 

セクシュアル・ハラスメント＊P95やストーカー＊P95行為、性暴力などは性犯罪を

含む重大な人権侵害です。また、個人としての尊厳や人格を不当に傷つけるもので

あり、男女平等参画社会の実現を大きく阻害する要因の一つです。 

特に、セクシュアル・ハラスメント＊P95は、加害者の無自覚な言動によることも

多く、職場のみならず、学校や地域社会等、様々な場面において起こり得るもので

す。東京都における職場でのセクシュアル・ハラスメント＊P95 の労働相談件数は、

令和元（2019）年度は前年度に比べて 63 件増加し、2,099 件となっており、増

加傾向にあります。 

また、近年では、性的な暴力が多様化しており、いわゆるアダルトビデオ出演強

要問題・JK ビジネス＊P95 問題、児童買春・児童ポルノ等をはじめとした特に 10 

代から 20 代の若年層に対する性暴力被害に加え、出会い系アプリやソーシャル・

ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）＊P95などのインターネットを通じた性暴力・

性犯罪が深刻化しています。 

世界的には、SNS＊P95 を中心にセクシュアル・ハラスメント＊P95 や性暴力など

の性被害の経験を告発する大規模な社会運動が起こるなど、女性に対する暴力に関

する問題の根深さが改めて浮き彫りになりました。 

国においても、令和２（2020）年度から令和４（2022）年度までの３年間を、

性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として位置づけ、取組を強化しています。 

 

図表 44 セクシュアル・ハラスメント＊P95労働相談件数の推移（東京都） 

平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

1,198 件 1,555 件 1,569 件 2,036 件 2,099 件 

 出典：「労働相談及びあっせんの状況」東京都労働局 
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国の調査では、これまでに無理やりに性交等された被害経験がある人は、女性で 7.8％、

男性で 1.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「男女間における暴力に関する調査（平成 29（2017）年度）」内閣府 

 

 なお、都の調査では、ＬＧＢＴ等に関する人権問題として、「差別的な言動を受けること」

が起きていると思うが 55.0％最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「都民生活に関する世論調査（令和元（2019）年度）」東京都 

 

市民一人ひとりが、日々の暮らしや身近な人間関係の中に潜むセクシュアル・ハ

ラスメント＊P95やストーカー＊P95行為、性暴力などの様々な暴力に気づき、暴力の

防止に向けた行動ができるよう、意識啓発と情報提供を行います。 

また、若年層に対するソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）＊P95

などを通じた性暴力被害の予防や性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）＊P95に関する差別

や偏見の解消及びハラスメントの防止に向けた意識啓発と情報提供を行います。  

■
施
策
の
方
向
性
■ 
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図表 45 無理やりに性交等された被害経験の有無（内閣府） 

図表 46 ＬＧＢＴ等に関する人権問題（東京都） 

(ｎ＝1,845)

差別的な言動を受けること

職場、学校等でいやがらせやいじめを受ける
こと

就職、職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

賃貸住宅等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否
されること

その他
<M.T.=245.0>

特にない

わからない

55.0 

52.8 

48.0 

36.2 

19.5 

13.3 

1.1 

5.0 

14.2 
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（１）セクシュアル・ハラスメント＊P95やストーカー＊P95行為、性暴力の防止の

ための意識啓発と情報提供 重点取組 

セクシュアル・ハラスメント＊P95やストーカー＊P95行為、性暴力等の暴力の

防止に向けた意識啓発と情報提供を行います。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

68 

セクシュアル・ハラス

メント
＊P95

やストー

カー
＊P95

行為、性暴

力等の防止に向けた

意識啓発と情報提供

の実施 

女性センター 

平和・人権課 

セクシュアル・ハラスメ

ント
＊P95

やストーカー
＊

P95
行為、性暴力等の防止

に向けた意識啓発事業の

実施回数 

2 事業 年 1 事業以上 

69 
教職員の男女平等参

画意識の醸成 
教育指導課 

教職員を対象にした男女

平等参画に関する研修の

実施回数 

1 回 年 1 回以上 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

68 

セクシュアル・ハラスメン

ト＊P95 やストーカー＊P95

行為、性暴力等の防止に向

けた意識啓発と情報提供

の実施 

セクシュアル・ハラスメント＊P95 やストーカ

ー＊P95行為、性暴力等の防止に向けて、市民に

意識啓発や情報提供を行います。  

女性センター 

平和・人権課 

69 

 再掲  

教職員の男女平等参画意

識の醸成 

女性センターと連携して教職員に向けた男女

平等に関する研修や意識啓発を推進します。  
教育指導課 

70 

【新規 

 再掲  

児童・生徒の男女平等参画

意識の醸成 

学習指導要領等に基づき、授業を中心とした教

育活動などで男女平等参画に関する指導を行

います。また、男女平等参画推進に向けた教育

環境を整備します。 

教育指導課 

71 
市役所における職場環境

づくり 

市役所職場における、セクシュアル・ハラスメ

ント＊P95 等の防止に関する仕組みを活用した

意識啓発や防止等の取組を推進します。  

人事課 
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パープルリボンは、女性に対する暴力根

絶の象徴です。 

暴力や虐待の根絶、防止を目指すパープ

ルリボン運動は、1994 年にアメリカ合

衆国ニューハンプシャー州のベルリン

で始まり、以後さまざまな取組が進めら

れています。 

内閣府は、11 月 12 日から 25 日まで

の 2 週間を「女性に対する暴力をなくす

運動」期間と位置付け、取組を一層強化

しています。 

パープルリボン 

オレンジリボンは、子どもの虐待をなく

す運動の象徴です。 

このオレンジ色は、里親で育った子ども

たちが「子どもたちの明るい未来を示す

色」として選んだといわれています。  

子ども虐待防止のオレンジリボンを広

めることで、子どもの虐待をなくすこと

を呼びかけるオレンジリボン運動を通

して、虐待のない社会を目指していま

す。 

オレンジリボン 

（２）性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）＊P95に関するハラスメントの防止のための

意識啓発と情報提供 

性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）＊P95に関する差別や偏見の解消及びハラスメ

ントの防止のための意識啓発と情報提供を行います。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

72 
性的指向・性自認（Ｓ

ＯＧＩ）
＊P95

に関す

る正しい理解の促進  

女性センター 

平和・人権課 

性的指向や性自認（ＳＯ

ＧＩ）
＊P95

に関する意識

啓発事業の実施回数  

2 事業 年 2 事業以上 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

72 

 再掲  

性的指向・性自認（ＳＯＧ

Ｉ）＊P95 に関する正しい理

解の促進 

性的指向や性自認（ＳＯＧＩ）＊P95 による差別

や偏見の解消に向けて、市民や事業者等に意識

啓発や情報提供を行います。  

女性センター 

平和・人権課 
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３ 

課題 生涯を通じた健康支援 

 

 

市民一人ひとりが人権を尊重し、互いの身体的性差を十分に理解し合い、相手に

対する思いやりを持って生きていくことは、男女平等参画社会の実現を目指すに当

たっての大前提です。 

特に、女性の心身の状態は、思春期から妊娠・出産期、更年期、高齢期など生涯

を通じて大きく変化し、その後の人生設計を大きく左右する場合もあることから、

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」＊P95の視

点が重要です。さらに、女性特有のがんなど男性とは異なる健康上の問題に直面す

ることに留意する必要があります。男性についても、生活習慣病のリスクを抱える

方の割合が高いことや、更年期障害があることも広く知られるようになりました。 

また、望まない妊娠や性感染症などの課題も依然として残っていることから、学

校での発達の段階に応じた性教育も必要です。 

スポーツ分野においては、生涯を通じた健康づくりのための身体活動を推進する

ため、男性に比べて女性の運動・スポーツ習慣者の割合が低いことに鑑み、女性の

スポーツ参加を促進するための取組が必要です。 

 

図表 47 成人のスポーツ実施率（全国） 

 週１日以上 週３日以上 

成人（全体） 53.6％ 27.0％ 

成人（男性） 55.8％ 27.8％ 

成人（女性） 51.0％ 25.9％ 

 出典：「令和元年度スポーツ実施状況等に関する世論調査」スポーツ庁  
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本市では、「多摩市健幸まちづくり基本方針」に沿って、市民の誰もが健康で幸せに過ごせ

るまちを実現させるための取組を進めています。65 歳の人が「要介護 2」以上の認定を受

けるまでの状態を健康と考え、その認定を受けた平均年齢である「65 歳健康寿命（要介護

２）」は平成 21（2009）年度から上昇傾向にあります。身体面での健康だけでなく、それ

ぞれに生きがいを感じ、安全・安心に暮らすことができ、子育て中であっても、障害があっ

ても、子どもから高齢者まで、誰もが幸せを実感でき、健康で豊かな老後を実現するために

は、健康寿命を延ばすための取組が重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：多摩市健幸まちづくり推進室  

 

 本市の女性特有のがん検診の受診率は、平成 27（2015）年度からの 5 年間において大

きな変動はなく、横ばいになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度多摩市女と男がともに生きる行動計画推進状況評価報告書  

図表 48 65 歳健康寿命（要介護２） 

（※65 歳の人が「要介護 2」以上の認定を受けるまでの状態を健康と考え、その認定を受けた平均年齢） 
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図表 49 女性特有のがん検診の受診率（多摩市） 
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ジェンダー＊P95 や年代に応じた健康を支援するための取組を総合的に推進する

とともに、誰もが心身及びその健康について主体的に自己決定することができるよ

う、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」＊P95

の意識啓発と情報提供を行います。 

また、市民一人ひとりが健康の保持増進ができるよう、身体的性差に応じた的確

な検診や相談のほか、スポーツなどを通じた健康支援を行います。 

 

（１）ジェンダー＊P95や年代に応じた健康支援の充実 

市立小・中学校の教職員を対象にし、性に関する指導を行うための研修や、

女性に多いがんの早期発見に向けた検診の受診を促進するなど身体的な性差

や発達段階・ライフステージに応じた健康支援を行います。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

73 
性に関する教職員へ

の研修と意識啓発  
教育指導課 

教職員を対象にした男女
平等参画に関する研修の
実施回数 

1 回 年 1 回以上 

74 
女性のライフステー

ジに応じた健康支援

の充実 

健康推進課 
女性特有のがん検診（乳
がん、子宮がん）の受診率  

乳がん 24.3％ 

子宮頸がん 

26.3％ 

前年度比増 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

73 
性に関する教職員への研

修と意識啓発 

学習指導要領に基づき、小・中学生の発達段階

を踏まえた性に関する指導を行うための教職

員研修を実施します。 

教育指導課 

74 
女性のライフステージに

応じた健康支援の充実 

女性特有の体の変化に応じた健康支援や性に

関する健康支援を行います。特に女性に多いが

ん（乳がん、子宮がん等）の早期発見のための

検診の受診を促進します。  

健康推進課 
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（２）「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康を守る権利）」

＊P95に関する意識啓発と情報提供 

市民一人ひとりが主体的に妊娠や出産等について自己決定することができ

るよう、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康を守る

権利）」＊P95に関する意識啓発と情報提供を行います。 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

75 

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ（性と生殖に関す

る健康を守る権利）＊P95 の

意識啓発と情報提供の実

施 

性の自己決定に関する知識を身につけ、互いの

性を尊重できるように、市民や事業者に意識啓

発や情報提供を行います。  

女性センター 

 

（３）こころとからだの健康づくりに関する支援 

市民の健康増進に寄与するための意識啓発や情報提供を行うとともに、相

談やスポーツ等を通じた健康づくりに関する支援を行います。 

 

◇目標値の設定 

事業
番号 

事業 担当課 指標 近況値 目標値 

84 
健康づくり地域活動
の推進 

健康推進課 
健康づくり推進員の地区
活動及び啓発活動の開催  

63 回 10 回 

85 
スポーツを通じた健
康づくり 

スポーツ振興課  

週 1 回以上スポーツをし
た人の割合（体操やウォ
ーキング等を含む）  

48.0％ 70.0% 

 

◇事業一覧 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

76 
女性のこころとからだの

健康相談の充実 

女性のこころとからだの健康を守るための各

種相談を充実します。 
健康推進課 

77 
子育てに関する相談の実

施 

子どものこころやからだなどの悩みに関する

相談を実施し、必要に応じて関係機関等と連携

して支援します。 

子ども家庭支援
センター 

78 
子育てに関する相談の実

施 

地域子育て支援拠点事業に伴う利用者支援事

業と、家庭と子どもの悩みに関する相談を実施

し、必要に応じて関係機関等と連携して支援し

ます。 

子ども家庭支援
センター 
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多摩市は、身体面での健康だけでなく、

だれもが幸せを実感できる「健幸都市

（スマートウェルネスシティ）」の実現

に向けて取り組みを進めています。  

「健幸都市」への取り組みについて広く

周知し、身近に感じられるよう健幸マー

クを定め、健幸まちづくりのまちぐるみ

での推進に活用しています。 

多摩市健幸マーク 

No. 事業 事業の説明 主な担当課 

79 
子育てに関する相談の実

施 

子どものこころやからだなどの悩みに関する

相談を実施し、必要に応じて関係機関等と連携

して支援します。 

児童青少年課 

80 
子育てに関する相談の実

施 

子どものこころやからだなどの悩みに関する

相談を実施し、必要に応じて関係機関等と連携

して支援します。 

健康推進課 

81 
子どもの教育に関する情

報の提供 

子どもの教育にかかわること、情緒的・心理的

な問題、学校での悩みやトラブルに関する相談

等に応じ、必要に応じて関係機関等と連携して

支援します。学校においてはスクールカウンセ

ラーを窓口とした教育相談体制を整えるとと

もに関係相談機関の周知を図ります。 

教育指導課 

82 

【新規】 

健康知識・情報を伝える健

幸啓発事業 

仕事や子育て、介護等で忙しい日々を送る働き

盛りの市民に向けて、健幸についての気づきを

促すとともに、健康づくりを行いやすい環境づ

くりに取り組みます。 

健幸まちづくり
推進室 

83 

【新規】 

民間事業者と連携した健

幸啓発事業 

女性の健康づくり支援にノウハウを持つ民間

事業者と連携し、人生ステージ別の健康づくり

を様々な場面で支援します。  

健幸まちづくり
推進室 

84 
【新規】 

健康づくり地域活動の推進 

市民の健康増進に寄与するための健康づくり

推進事業を実施します。 
健康推進課 

85 

【新規】 

スポーツを通じた健康づ

くり 

誰もが⽣涯にわたり心身共に「健康」に暮らせ

るための健康づくり推進事業を実施します。  
スポーツ振興課 

 




